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別添 4 

 
令和５年度労災疾病臨床研究事業費補助金 

「過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究」 

分担研究報告書（対策実装研究） 

 

対策実装研究アクション 3：中小事業場への産業保健支援・サービス手法の検討 

 
研究分担者 吉川 徹 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 

 過労死等防止調査研究センター・統括研究員 

 

＜研究要旨＞ 

【目的】中小事業場における過労死等防止を含む安全衛生活動向上のための効果的で新しい

健康管理支援方法及びそれらを実装するための方法論や技術手法等を検討することを目的と

する。 

【方法】（1）令和 4 年度までに開発した事業場安全衛生体制整備に関する自律的管理のため

のセルフチェックシート（SCS）の改善とＷｅｂ化システムの構築を行い、実地利用して実装にお

ける課題を検討する。（2）実装研究班で対象としている運輸・郵便業、建設業に関連する産業

保健専門職間の情報交流の場を構築し、同業種における効果的な健康管理のアプローチ方

法を検討する。(3)運輸業において健康課題を持つドライバーの健康管理支援方法について

検討する。（4）中小事業場における複数事業場支援ができる安全衛生活動支援方法を検討す

る。また、令和 3 年から開始した中小事業場への産業保健支援・サービス手法の検討結果を総

括する。 

【結果】(1)運輸版 SCS は、2024 年から開始されるトラック運転手の改善基準告示に関連した重

要事項を追加し、また一般業種でも手軽に活用できる汎用版を作成した。これらを Microsoft 

FormsⓇを用いて回答・集計できるＷｅｂ化システムを構築し、複数の事業場で試用した。(2)日

本産業衛生学会の学術集会の場で「2024 年問題」に関連した自由集会を企画し、メーリングリ

ストを中心とした産業保健専門職ネットワークを構築し、運輸業・建設業における健康管理支援

方法を検討した。(3)ハイリスクドライバーの医療的支援に必要な方策について課題を整理し

た。(4)団体経由産業保健活動推進助成金を活用した小規模事業場向け産業保健サービス提

供について提案した。 

3 年間の研究の結果、中小事業場における安全衛生活動向上・健康管理支援のためには、①

対象企業の安全衛生活動の関心と準備性（2-6-2 の法則）を踏まえたアプローチをとること、②

企業の経営目標の中に安全衛生事項をビルトインできる方策を検討すること、③中小企業支

援のための集団的な産業保健サービスに対応できる専門職集団への支援等が重要と整理さ

れた。 

【考察】中小事業場では経営層や現場責任者での取組みやすさが重要と考え、セルフチェック

にて法的事項の趣旨を理解し、自社課題を知ることにより、過労死等防止に必要な適切な衛生

管理に取組めるためのツールとして開発した。どの業界でも簡便に使用できるウェブ利用シス

テムやその結果を活用した自律的安全衛生活動の推進体制を整えることで、個別・集団で活

用できるものとし、データ集積により対策の道筋を整理していくことが可能である。そのためには

現地の安全衛生ニーズをリスクアセスメントして優先事項を容易に支援できる専門職集団が必

要である。また、産業保健専門職に依存しすぎない健康管理手法の開発や、個人が自分の健

康確保ができる社会環境の整備も必要である。 

【この研究から分かったこと】中小事業場では労務・安全衛生に関する十分な知識の理解と実

践をすることには課題がある。現場の優先事項を重視した取組みやすい体制整備や支援が必

要であり、それを浸透させる方策は、現場目線での工夫が必要であることが分かった。 
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【キーワード】中小事業場、産業保健サービス、運輸業・建設業 

研究分担者: 

中辻めぐみ（労働安全衛生総合研究所過

労死等防止調査研究センター・研究員） 

研究協力者： 

中西麻由子（なかにしヘルスケアオフィス 

代表・産業医） 

 

Ａ．目的 

過労死等の発生状況やこれまでの調査研

究等の成果から実効性のある過労死等防止

対策につなげるとともに、その結果を検証し、

フィードバックして、より高度な調査研究を進め

る必要がある 1)。特に、研究成果が各事業場に

おける過労死等防止対策に活用されるように

することが重要である。そのため、事業者、労

働者、専門家の意見も踏まえて、これらの研究

成果を基に、事業場における過労死等防止対

策の定着を支援するチェックリスト等のツール

の開発等のための研究を行うことが期待されて

いる。 

令和 3 年までの実装研究班の議論から、過

労死等防止の取組みに関して、①監督行政に

よる限界、②重層・下請け構造の課題、③社

会性のある会社経営の視点が必要、④企業の

過労死等防止に関する 2-6-2 の法則（関心

高い 2 割、関心あり 6 割、関心なし 2 割）を踏

まえた施策の検討、⑤対象企業の準備状況に

よるアプローチの必要性、⑥多様な産業保健

支援の必要性などが指摘されてきた 2)。 

特に、過労死等防止で国が取組む重点業

種のなかでも 1)、平成 31(2019)年 4 月の時間

外労働の上限規制が 5 年猶予され、2024 年 4

月からいよいよ時間外労働の上限規制を控え

る建設業界は、その過労死等防止対策が急が

れる。これまでの過労死等事案の分析研究か

ら、菅らは、建設業は重層・下請け構造が過労

死等の背景にあり、労働災害、発注者や元請

け側からの無理な業務依頼、及び対人関係へ

の配慮に対する対策強化が重要とした 3)。また、

同報告では、50 人未満の事業場での過労死

等の発生は、脳・心臓疾患 162 件（H22～H26）

のうち 101 件(62.3%)、精神障害・自殺事案は

149 件中、91 件(61.1%)と半数以上を占めてい

た 3)。10 人未満の事業場での発生は、それぞ

れ 31 件(19.1%)、36 件(24.2%)であり 3)、小規模

事業場での過労死等防止のための健康管理

が困難なことも容易に想像できる。また、精神

障害・自殺事案に注目した分析では、職種ご

との自殺死亡割合は管理職等と現場監督等

が半数を占め 4)、発注者や元請け側からの無

理な業務依頼、及び対人関係への配慮に対

する対策強化が重要と指摘できる 3） 4)。 

そこで、本分担研究では、建設業界に注目

し労務管理・健康管理の改善を通じ、安全衛

生活動向上・健康管理支援のための新たな方

法や実装するための手法等を産業医、社会保

険労務士、産業安全保健の研究者によるチー

ムで検討した。そこで、自社の衛生管理がコン

プライアンスを守って自律的管理できるように

なることを目的に、建設業界向けのセルフチェ

ックシート（Self Check Sheet、以下「SCS」とい

う。）を開発し、改良を重ねた。令和4年度は建

設業界での試行及びツールの改善を行い、業

種によらない SCS の開発への準備を行った。

最終年度である令和 5 年度は、現場での使用

感の改善とすべての事業場で使用できるツー

ルの開発を目指した。 

また、中小事業場が多く、2024 年 4 月に時

間外労働の上限規制を控える過労死等の労

災認定件数が多い運輸業についても 5)、過労

死等防止のため、ドライバーの健康確保のた

めの方策を検討してきた。今年度は健康診断

実施後のハイリスクドライバーへのアプローチ

方法の改善とともに、これらの業界の産業保健

課題としての認知強化や課題に取組む人達の

ネットワーク作りを通じて現場課題解決力を高

めていく基盤作りを目標に活動を展開した。 

 

Ｂ．方法 

1．過労死等防止視点での中小事業場向け自

律的管理支援のための SCSWeb 版の開発 

中小事業場支援経験を持つ産業医と社会

保険労務士が、過労死等防止の視点を含む

衛生管理体制構築のために必要な基本的な

法令遵守項目を選定した。事業場担当者が安

全衛生にあまり精通していなくても理解を深め

られるよう工夫した SCS を作成した。対策実装

研究の対策中心業界となっている建設版、

2024 年の改善基準告示を加えた運輸版を開

発した。合わせてどの業種でも使えるよう一般

化した設問に改変したＷｅｂ版を開発した。

Web 版は Microsoft FormsⓇを用いて回答・集
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計できるＷｅｂ化システムとして構築した。 

2．開発した SCS の展開の検討 

1）建設業界関係者へのヒアリング 

建設業界用 PDF 版の開発を経て、建設業

界の方々への使用感の確認が必要であること

から、建設業に従事する労働者による試用の

機会を持つこととした。具体的には、2023 年 6

月インテックス大阪で開催された「理想のすま

いと建築フェア 2023」にて、「日本建築仕上学

会：女性ネットワークの会」の協力を得て、来場

者に PDF 版の SCS を配布し、研究協力者が

個別に意見収集を行った。 

2）某県中小建設業協会における実施 

Ｗｅｂ版の展開方法として、対策実装班によ

るステークホルダー会議メンバーである全国中

小建設業協会の協力を得て、某県の中小建

設業協会にて SCS の Web 版の試用を 2024 年

2 月～3 月末まで実施した。 

3）運輸業・建設業に関わる産業保健・安全衛

生関係者の勉強会等における情報発信 

建設業・運輸業の過労死等防止に関する産

業保健職の関心を高めるため、第 96 回日本

産業衛生学会自由集会・第 33 回日本産業衛

生学会全国協議会自由集会にて、同集会参

加者を中心に医師・産業医、産業看護職、社

会保険労務士、衛生管理者、研究者等向けに

情報発信を行った。 

また、労務担当者等が集う「過重労働解消

のためのセミナー：建設業、自動車運転者に

係る時間外上限規制の適用」にて紹介を行っ

た。 

4）過労死等防止調査研究センターホームペ

ージによる SCS 公開の検討 

開発している SCS は、多くの人に使われ、必

要な改訂を重ねる必要がある。そこで、過労死

等防止調査研究センターの HP にて公開でき

ないか検討を行った。 

5）新しい価値を生み出す知的創造・交流の場

を活用した展開 

開発した SCS は近年企業経営の中で触れ

られるようになってきた「ビジネスと人権」を守る

上での過労死等防止対策の実践のためのセ

ルフチェックリストである。1 人でも多くの人に

活用する機会として、新しい価値を生み出す

知的創造・交流の場を活用した展開（大阪の

ナレッジキャピタル※が主催するナレッジイノベ

ーションアワードへ SCS の開発及び紹介）を実

施した。 

 
※ナレッジキャピタルは大阪市による「大阪

駅北地区まちづくり基本計画」の「知的創造

活動の拠点（ナレッジキャピタル）づくり」を

背景に、一般社団法人ナレッジキャピタル

等が運営するグランフロント大阪の中核施

設である。ナレッジキャピタルは企業人、研

究者、クリエイター、一般生活者などさまざ

まな人たちが行き交い、それぞれの知を結

び合わせて新しい価値を生み出す“ 知的

創造・交流の場”として設定されている。 

 

3．運輸業・建設業の産業保健関係者のネット

ワークづくり 

開発した SCS の現場での有効活用を検討

する必要がある。開発されたツールの活用に

関して本研究計画では国や業界団体など各

部門との連係を図る必要があるが、現場の声と

乖離したものでは現場で有効なものとならない。 

一方、現場の産業保健関係者は日々現場

と対話しながら実務活動を行い、実践知をそ

れぞれ獲得しているが、政策などより上位なと

ころへ現場の声を届ける方法を持たない。 

そこで、本実装研究班の枠組みとして、現

場の声に耳を傾け、各部門と連係できる適切

な仕組みが必要であると考えた。建設業・運輸

業の過労死等防止に関する産業保健職の関

心を高め、開発したツールの紹介、及び実際

に建設業・運輸業において産業保健サービス

を展開している産業保健専門職による意見交

換の場を持つため、第 96 回日本産業衛生学

会自由集会（2023 年 5 月、栃木県宇都宮市）・

第 33 回日本産業衛生学会全国協議会自由

集会（2023 年 10 月、山梨県甲府市）を開催し

た。 

また、中小事業場が多い運輸業界・建設業

界で過労死等防止対策を浸透させるためには、

まずはこの課題に関心のある方々で知恵を共

有することで、現場力が高まる。そのため、関

係者をつなぐ仕組みとして、学会等での会合

やメーリングリストでのネットワーク作りとして

「運輸業建設業等の産業保健・労務管理者ネ

ットワーク」を UMIN（大学病院医療情報ネット

ワークセンター）を利用して運用した。 

4．運輸業ハイリスクアプローチ改善の検討 

運輸業は、脳・心臓疾患による労災補償支

給決定件数が各業種の中で最も多い 5) 6）7)。業

界としても過労死等の根絶を目指し活動を進
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めている 8) 9)。脳・心臓疾患発症リスクを抱える

ドライバーが適切な医療機関受診につなげら

れるような環境整備について実装研究アクショ

ン 1 とも連携しながら実施した。 

5．中小事業場における安全衛生活動向上・

健康管理支援のための課題の検討（3 年間の

研究の総括） 

2.-1)から 2.-3)の調査研究を通じて、中小事

業場における安全衛生活動向上、特に健康

管理支援のための課題について本分担研究

に関わる研究者で検討を行った。特に令和 3

年度から実施した対策実装課題を総括し、検

討した。 

6．倫理的配慮 

Web 版 SCS の使用と実際調査の研究にあ

たっては、労働安全衛生総合研究所研究倫

理審査委員会にて審査され、承認を得た上で

行った（通知番号 2023N26）。 

 

Ｃ．結果 

1．過労死等防止視点での中小事業場向け自

律的管理支援のためのチェックシートの開発 

開発した SCS は、①自社の衛生・健康管理

体制が法定事項に対応できているか担当者が

セルフチェックできる ②解説があり、対応に関

する提案がされている ③健康確保を目的とし

た取組みの優先順位が示されている ④50 人

以上/10～49 人/10 人未満と事業場規模に応

じている ⑤2024 年トラック運転手の改善基準

告示でまず取組むべき項目が示されている、

ものとした。Web 版については、QR コード

（https://forms.office.com/r/g2ATtqDGC1）で

見本を見ることができる。 

 

 
図 1 開発した SCS の web 版の回答ページの

例 

 

別添 1-1～別添 1-3 に、運輸版、建設版、

一般事業場版の 1～9 人職場の SCS の見本を

示した。 

 

2．開発した SCS の展開の検討 

1）建設業界関係者へのヒアリング 

2023 年 6 月 8 日 9 日にインテックス大阪に

て開催された「理想のすまいと建設フェア 2023」

にて、50 人以上事業場用 8 部、10～49 人事

業場用 5 部、1～9 人事業場用 6 部を配布し

た。20 名ほど SCS についての説明・実施・及

び使用場面等に関してヒアリングを行った。そ

の結果、大企業では、自社は対策を実施して

いるが、下請け等の関連会社でのコンプライア

ンスに関し課題感を抱いているとの声があった。

中小企業では法令遵守項目について深く考

える機会が少なく、考えるヒントになるのではな

いかとの意見があった。小規模事業場の従業

員の立場では、自分ごととしての関心事ではあ

るが、会社や業界が高い関心を持って日々の

業務が行われているのかは実感値として持て

ない、個人に委ねられているとの印象を持つ、

との声があった。 

2）某中小建設業協会における実施 

ステークホルダー会議メンバーである中小

建設業協会の方を通じて、2024 年 1 月中旬よ

り 2 月下旬まで、某県の中小建設業協会傘下

の事業場安全衛生担当者に建設業版 SCS の

Web 版を試行した。2024 年 2 月上旬現在、17

件の回答があり、次年度以降集計結果の作成

及び某県の中小建設業協会へのフィードバッ

クの場面を設定し、具体的な支援課題を検討

し、実施する方針とした。 

3）運輸業・建設業に関わる産業保健・安全衛

生関係者の勉強会等における情報発信 

第 96 回日本産業衛生学会において「運輸

業・建設業に関心のある産業保健関係者のフ

リートーク：2024 年問題の情報共有」と題して 5

月 12 日に自由集会を開催した。運輸業の業

界課題の共有と、対策実装研究班の紹介と開

発中のツールについて参加者と共有し、現場

の現状に関する意見交換等を行った。現地・

オンライン合わせて約 40 名が参加した。 

第 33 回日本産業衛生学会全国協議会にて、

「運輸業・建設業に関心のある産業保健関係

者等のフリートーク：2024 年問題の共有（その

2）」と題して 10 月 26 日に自由集会を開催し

た。研究班からの情報提供と協力を呼びかけ、
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意見交換を行った。現地にて 63 名が参加し活

発な現場意見が出され、重層構造における中

小企業の負担感の存在や健康課題への対策

の必要性などの共有がなされた。 

また、本研究参画者がシンポジウム・セミナ

ー・講演・執筆の機会等を活用し、SCS 開発に

関し積極的に発信を行った。具体的には、厚

生労働省主催令和 5 年度過労死等防止対策

推進シンポジウム（2023 年 11 月）、川崎市職

場の安全・安心セミナー（2024 年 2 月）等で

SCS の利用を行った。 

4）新しい価値を生み出す知的創造・交流の場

を活用した展開 

グランフロント大阪の中核施設ナレッジキャ

ピタルでは、ナレッジイノベーションを社会に

発信する場としてナレッジイノベーションアワー

ドが開催される。そこで「人権デューデリジェン

スへの支援～すべての事業者で Healthy 

Working を実現する構想～」としてエントリーし

た。経済活動の「人」に対する姿勢が問われて

いる時代になっており、そのためには企業の

衛生管理体制がコンプライアンスを守って自

律管理ができることが大切であり、Web 化して

どの事業場でも活用できる人権デューデリジェ

ンス支援ツールとして紹介した。「誰もが安全

で健康に働ける社会に向けて、企業が行うべ

き法的事項を選定し自律管理できるツールを

開発」したとして公開した。 

5）中小企業に関連した団体からの情報共有 

中小事業場の産業保健サービス展開の支

障になっている点について、SCS の展開を含

め産業保健に直接関係がないが、業種として

関係が広がる担当者等と意見交換を行った。

特に、高校生向けに、「はたらくを考える」とい

うテーマで、労働契約の考え方や元気に過ご

すためのセルフケアの考え方について講話を

行い、就業前教育での過労死等防止予防の

可能性について検討した。その結果、職業訓

練を行っている段階での取組みの有用性が指

摘された。SCS の活用として、直接安全衛生の

入り口から入るだけでなく、若者に選ばれる職

場つくりが運輸業、建設業における過労死等

防止に近い取組みである可能性が指摘された。 

3．運輸業・建設業の産業保健関係者のネット

ワークづくり 

第 96 回日本産業衛生学会自由集会（2023

年 5 月、栃木県宇都宮市）・第 33 回日本産業

衛生学会全国協議会自由集会（2023 年 10 月、

山梨県甲府市）参加者を中心に約 50 名の医

師・産業医、産業看護職、社会保険労務士、

衛生管理者、弁護士、研究者等による「運輸

業・建設業等の産業保健・労務管理者ネットワ

ーク」が構築された。ネットワークは UMIN（大

学病院医療情報ネットワークセンター）を活用

し、商業ベースでのリソースを利用せず学術団

体としての情報交流の場面として設定した。

2023 年 6 月から運用を開始し、現在までに運

輸業の行政の動きや運輸業・建設業に関わる

産業保健視点でまとめられた情報、現場で使

えるツールの紹介、メーリングリスト参加者自体

が持つ実態調査データなどメーリングリストを

通じて情報共有が行われた。現在、研究者・

産業医・産業看護職・社会保険労務士・弁護

士・中小事業場に産業保健サービスを提供す

る会社・現場で課題を感じている方、など約 45

名が登録し、連携を図っている。このように本

課題への視野を広くし思考を深め、各々に活

かされる情報交換がなされている。 

2023 年 6 月から 2024 年 2 月までに表１に

示すような情報について意見交換が行われた。 

 

表 1 運輸業建設業等の産業保健・労務管理

者ネットワークメーリングリストで交流された運

輸業・建設業の過労死等及び働き方改革など

の課題 

＜参加者からのコメント＞ 

・下請けや派遣、庸車ドライバー、「軽バン」

の個人事業主の働き方や安全衛生は課題

を感じている（産業医） 

・法律で定められていない保健師と契約す

る会社さんは意識が高いが、実際に自分が

関与したいところに、リーチできないもどかし

さを常に抱えている（開業保健師、産保セン

ター相談員・両立支援促進員） 

・現状、運輸・建設業等とは、残業代請求、

労災事故などの紛争事例を通じて関わるこ

とが多い。今後さらに増えることが予想され

る健康問題等についても知見を蓄え、法的

立場からサポートしたい（弁護士） 

・芸能業界には古くから専門の運搬業者が

あるが、人手不足で過重労働をしている。テ

レビの背景のセットやコンサートや演劇公演

の大掛かりな舞台装置、映画の照明機材な

どは２t トラックで一日中ロケ現場を回った

り、全国ツアーでも連日長距離を運んでい

て課題がある。なかなかそこまで安全衛生
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対策が進んでいない（事業場組合代表） 

・バスや地下鉄などの職員の健康管理に関

わった。そのときの体験がきっかけで、今は

バスの運転手さんの健康について研究をし

ている（保健師、研究者） 

＜情報共有＞ 

・「知っていますか？物流の2024年問題」は

簡潔に分かりやすくまとめられている 

・大手ゼネコン社員の過労自殺のニュース

（自ら勤務時間を過少申告、時短目標が影

響か、朝日新聞デジタル 2023.7.15)の共

有 

・神奈川産業保健総合支援センター作成：健

康起因事故防止 ドライバー向け健康教育動

画「ドライバーのための健康管理はじめの一

歩～健康に働くためのセルフケアのコツ～」

(https://www.youtube.com/watch?v=kFLFm

KCDM8A)及びその案内ちらしの共有 

・建設業の過労死等事案に関する分析結果

に基づき、建通新聞に掲載された建設業のメ

ン タ ル ヘ ル ス に 関 す る 内 容 の 紹 介

（ https://www.kentsu.co.jp/webnews/view.as

p?cd=231218590003&area=0&yyyy=0&pub=1） 

・神奈川産業保健総合支援センターHP で

公開されている情報の紹介：研修や資料な

どが充実しており、支援モデルとして参考に

なる。事業者、従業員向け各資料を活用

し、「健康安全ドライバー」のフレーズを広め

たい。(神奈川県産業保健総合支援センタ

ーリーフレット) 

・仕事中の健康起因事故に重点を置いた

「健康教育無料出張サービス」のご案内(神

奈川県産業保健総合支援センターリーフレ

ット) 

・2024 年問題、演劇や音楽界にも 運転手

足りず「地方公演が減る」(朝日新聞デジタ

ル、2023.10.29) 

・ドライバー不足、演劇・音楽にも暗雲 自

動車運転業務の時間外労働に上限、芸能

業 界 に 危 機 感 （ 朝 日 新 聞 デ ジ タ ル 、

2023.10.30） 

・物流の多重下請け是正へ、元請けに管理

簿義務化 ２０２４年問題対応へ法改正  

ほか 

 

4．運輸業ハイリスクアプローチ改善の検討 

1）健康起因事故防止対策の障壁の検討 

国土交通省は、運転者の健康起因事故減

少対策として、運転者の健康増進・管理を確

実に実施することを目的に平成22年に事業用

自動車の運転者の健康管理マニュアルを作

成した 10）。その後も改訂を行いながら対策を

講じてきた。しかし、ドライバーの健康に起因

する事故や事案は近年増加傾向にあり、中・

高年運転者の増加と健康管理への意識不足、

また健康診断後の有所見者やハイリスク者へ

の対応の不徹底などの要因を全日本トラック

協会として捉え対策を検討している 11）。 

トラック運送事業は 50 人以下が全体の 9 割、

約半数が 10 人以下の従業員規模の事業者の

集合体であり 12）、小規模事業場での産業保健

活動をどう進めていくのかが課題となる。運輸

事業者において健康起因事故防止活動が定

着しない要因について、ヘルスケアビジネスの

図本 13)で示されている行動変容ステージをもと

に検討したものを図 2 に示す。 

 

 
図 2 運輸業「健康起因事故」対策の障壁 

 

某地域の都道府県トラック協会の協力を得

て、中小事業場 15 社ほどの安全衛生担当者

との意見交換会を実施した。上図では「維持

期」に相当する事業場の担当者がほとんどで

あった。ヒアリングにより担当者の熱意によって

支えられている現状を確認した。 

このヒアリング等をもとに、他の各期での阻

害要因について以下の表 2 のように想定した。 

 

表 2 健康起因事故防止に関連した段階別の

各期における阻害要因 

段段階階１１：：健康起因事故対策に必要性は認識

しているが、内容を理解できていない「関心

期」で対策が進まない要因としては「健康起

因事故防止マニュアルの存在を知らない」

「マニュアルを読んだことがない」「具体的に

どうしたらよいのかわからない」「対策イメー

ジが沸かない」などの心理的要因を推察し
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た。 

段段階階２２：：健康起因事故防止の内容は理解し

ているが、実行が伴っていない「準備期」に

おいては、「時間がない」「人手がない」「お

金がない」「目の前のことに追われて手がつ

かない」「どうしたらよいのか具体的にわから

ない」などの要因が推察された。 

段段階階３３：健康起因事故防止対策をやってみ

たことはあるが今は止まってしまっている「実

行期」では、「従業員の理解が得られない」

「対象者を説得できない」「担当者の負担が

大きい」などの要因を推定した。 

 

これらの推定した要因を鑑みて対策案を検

討すると、①マニュアルを浸透させる方策、例

えば会合の際に 5 分でも良いのでマニュアル

の内容を共有する時間を作る、マニュアル解

説人材を作り事業場を訪問する等、②事業場

スタッフでできる簡便な方法を開発し手を動か

してもらう機会をつくる等、③取組みをするメリ

ット、取組まないデメリットの雰囲気を醸成する、

④産業保健に精通した人が事業場に足を運

んで産業保健に精通した人が事業場に足を

運び、専門的視点からの気づきにより現場支

援を行う⑤産業保健専門職に低コストでつな

がる仕組みを構築する、などが考えられた。 

2）団体経由産業保健活動推進助成金制度を

活用した中小事業場向けの産業保健サービ

ス提供方法の検討 

4.-1)の表 2 で検討された阻害要因をクリア

するための方策を検討し、担当者の負担軽減

のためにも産業保健専門職と手軽につながる

環境と、産業保健職が現場を知り必要な支援

を提案することが必要と考えられた。 

そこで、費用負担軽減対策として「団体経由

産業保健活動推進助成金制度」を活用するこ

ととし、図 3、4 のような産業保健サービス提供

の新しい枠組みを考案し、対象となる都道府

県にある企業外労働衛生機関に提案した。今

後具体化にむけて、県トラック協会と企業外労

働衛生機関とで検討していくこととなった。 

 

 
図 3 団体経由産業保健活動推進助成金を活

用した中小事業場への産業保健サービス提

供体制 

 

 
図 4 中小事業場への訪問型産業保健サービ

ス例 

 

3）ドライバーが医療にアクセスしやすくなる医

療提供サービスの検討 

脳・心疾患発症リスクを抱えるドライバーが

治療と仕事の両立ができるような医療提供体

制や事業場の安全配慮義務を考慮した新しい

仕組みについてオンライン診療提供サービス

会社と意見交換を行った。その結果、オンライ

ンでの診療が広がっており、健康診断事後措

置に関するオンラインサービス利用の拡充の

可能性、健康診断の二次健康診断の労災活

用などは、特に運輸業などで展開が可能では

ないかとの意見があった。 

5．中小事業場での安全衛生活動向上・健康

管理支援のための課題の検討（3 年間の研究

の総括） 

1）中小事業場産業保健サービス研究班のミッ

ション 

令和 3 年から開始した中小事業場への産業

保健支援・サービス手法の検討結果を総括し

た。特に本分担研究では以下の 2 点が主な課

題及び成果として整理された。 

① 事業場レビューツールの開発 

・1-1 管理者自身が事業場の安全衛生体制確
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立支援、及び小規模事業場で働く労働者自

身が自らの健康と安全を確保するためのチェ

ックリストを作成 

② 将来の中小事業場産業保健体制（サービ

ス）のあり方検討 

・2-1 上記ツールの利用を通じて、過労死等防

止に係るコアとなる産業保健サービスの要素と

阻害要因等を整理する。 

・2-2 中小事業場、雇用類似の労働者を対象

とした産業保健サービスの提案、試行・実践、

評価、将来的なモデルの提唱を行う。 

 図 5 には、中小事業場産業保健サービス研

究班による 3 年間の取組み経過を示した。 

 

 
図 5 中小事業場産業保健サービス研究班【3

年間の取組み経過】 

 

図 6 には成果と課題を示した。 

 

 
図 6 中小事業場産業保健サービス研究班【3

年間の成果と課題】 

 

事業場レビューツールの開発では、事業場

用 SCS にて自律管理を促す仕組みを開発し、

Web 版により、負担が少なく、展開できる環境

を整えた。現状の課題を検討するためのデー

タを集積できる仕組みを整え、試行により小規

模事業場ではより取組み課題が多いことが確

認できた。一方、どのように多くの事業場が手

を動かし参加してもらえるのか、そのための戦

略の検討と実践のさらなる検討が必要であっ

た。特に、自律管理のための改善を促す工夫

や、本ツールの位置づけ（法令遵守巡視、健

康経営、産業保健職、人事労務活用、業種団

体アプローチなど）、ツール利用の支援者は

誰かなどの検討を継続したい。 

将来の中小事業場産業保健サービスのあり

方の検討では、業種に応じた支援アプローチ

への挑戦、産業保健専門職不在を前提とした

産業保健活動展開の試行を検討した。その結

果、現場の負担感軽減と業界団体等関係者

の巻き込み力の強化、中小事業場対象でもビ

ジネスとして成立できるモデルの確立、中小企

業経営者のインセンティブ支援の方法などが

課題として整理された。 

 

Ｄ．考察 

1．考察その 1：自律的管理支援のための SCS

開発 

1) 考察その 1 の 1：過労死等防止のための

行動変容ステージについて 

これまでの調査研究から、過労死等に係る

小規模事業場での特徴的な課題として、人材

不足、資源不足、知識不足など多くの困難性

が指摘されている 14）。また労働者健康確保の

ための様々な法整備がなされてきているが、

十分理解され実行されていない状況が知られ

ている 15）。 

企業の過労死等防止対策に関して、ヘルス

ケアビジネスの図本 13)で示されている行動変

容ステージをもとに、過労死等の防止に係る

事業者の意識を図 7 のように分類し、関心期・

準備期を対象に、企業として必要な対策を知

って頂き、優先順位をつけて取組むべき対策

を示唆し、その対策案を提示するためのツー

ルとして SCS を開発した。 

Web 版にすることにより、アクセスすると関連

情報が Web 上で深掘りすることができるため、

関連情報に触れやすくなり、自分達にあった

方法を考えるきっかけとなりやすくなると考える。

関心期/準備期にある事業者の行動変容につ

ながりやすくなることが期待される。 
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図 7 過労死等防止の観点からの行動変容ス

テージ 

 

2) 考察その 1 の 2：SCS の展開方法の検討 

セルフチェックにて法的要求事項の趣旨を

理解し、自社課題を知ることは適切な衛生管

理への第一歩となり、過労死等防止への意識

を高めることにつながる。そのために、どういう

アプローチで中小事業場に届けていくのか、

検討が必要である。 

有効であると考えられているのは、過労死等

防止を進める必要があると考える業種等の団

体と一緒に活動していく手法である。業界団体

は会員企業がビジネスを行う上で有益な情報

を共有し、相互利益を高めあうための社会的

活動をしている。団体のオピニオンリーダーの

元、参加の事業者がまず自社のセルフチェッ

クを行い、気づきを得て、経営のメリットや安心

感につながれば、他の事業者も触れてくれる

ようになる。まずは SCS を触ってもらう機会をつ

くることが重要であると考えた。 

そこで、ステークホルダー会議参加者の協

力を得て、某県中小建設協会での実施を試み

た。課題を確認しながら他への展開を目指す

こととしたい。 

また過労死等防止が必要であると課題認識

が共有できる企業外の支援者（産業保健スタ

ッフ、社会保険労務士等）との連係を図った。

学会等の機会を活用して会合を開催した。意

見交換を行いそれぞれが感じている現状を共

有し、メーリングリストでつながれる関係を構築

した。また関係者が集う勉強会等で発信をして

いくことなどを通じて、企業外から企業を支援

する専門職を介して展開を図っていきたい。図

8 には今後の実装研究班のビジョンについて

示した。 

  

 
図 8 現場と連係した対策実装研究のあり方 

 

3) 考察その 1 の３：SCSWeb 化の効果 

Web 版にすることで、幅広く拡散することが

可能となり、中小事業場の自社チェックでの活

用のみならず、ビジネスに関わる国内サプライ

チェーンマネジメントに応用し傘下事業者の安

全衛生を支援する簡便なツールとなりえる。 

また、研究同意を得て多様な事業場の回答

を数多く集積していくことで、現場の実態把握

資料として課題を明確化することができるよう

になる。中小事業場産業保健の障壁を整理し

解決へつなげていくことで、すべての働く人が

安全で健康に働ける社会に寄与できるツール

としての展開を期待したい。 

2．考察その2：団体経由産業保健活動推進助

成金を活用した中小事業場産業保健サービ

スの開発 

団体経由産業保健活動推進助成金は、20

２3 年 4 月より独立行政法人労働者健康安全

機構において開始された制度で、商工会等の

事業者団体等が傘下の中小企業等に対して、

医師等による健康診断結果の意見聴取や ス

トレスチェック後の職場環境改善支援等の産

業保健活動の支援を行うものであり、産業保

健サービスを提供する費用・事務 の一部を委

託する費用の総額の 90%（上限 500 万円〔一定

の要件を満たした団体※ は 1,000 万円〕）を

助成するものである。産業保健活動は事業者

責任で行われる活動であり、従来は事業者責

任で助成金等の書類を申請していたが、事業

者団体が団体活動として産業保健活動推進を

支援する形式となったことにより、複数の小規

模事業者を巻き込んだ活動展開が可能となっ

た。しかし、事業者団体の多くは産業保健活

動推進のノウハウを持ち合わせていない。団

体等の相談先としては、各都道府県の産業保

健総合支援センターがあげられるが、直接サ

ービスを提供する組織ではない。サービスを提

供することが可能な企業外労働衛生機関等が
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サービスを構築しサービス活用を促すことが必

要であると思われた。 

また、過去に産業保健関係助成金を活用し

たサービス提供機関（開業保健師）では、申請

書類作業が煩雑で負担が大きく、助成金活用

はやりたくない、との声があった。サービス仲介

をする団体側の事務負担を懸念する声も聞く。

書類のデジタルトランスフォーメーションなど事

務作業負担の障壁を解決することが小規模事

業場産業保健推進の追い風になると推察され

る。 

3．考察その 3：運輸業ハイリスク者への介入

改善の検討 

上述のごとく運輸業は脳・心臓疾患による労

災補償支給件数が多く、業界課題として取組

んでいるが、改善が難しいのが実情である。 

健康起因事故として亡くなった方の約 3/４

は心疾患・脳疾患・大動脈疾患が原因 11）とさ

れており、基礎疾患として疑われる高血圧・糖

尿病の管理は大事なファクターであり、安全な

運行のために早急な対策が必要となる。 

直近の健康診断で「収縮期血圧 160 以上ま

たは拡張期血圧 100 以上」「血糖値 160 以上

または HbA1c8.0 以上」である割合は、約１１～

12％相当で、そのうち約 4 割が未通院と令和 4

年度の対策実装研究班研究で報告されてい

る 16）。 

トラック事業者の約半数は 10 人未満の事業

場であり、9 割は 50 人以下の事業者であること

を考慮すれば、産業保健専門職の介入がなく

ても速やかに運転業務可否に直結する健康

診断事後措置がなされ、日中の通院時間確保

が難しいドライバーが適切な医療が受けられる

環境整備が必要であると考える。 

道路の安全に関わる関係各所が健康課題

を個人の問題とするのではなく、社会課題とし

てより良い社会の仕組みについて知恵を絞っ

て検討していきたい。 

4．考察その 4：中小事業場での安全衛生活動

向上・健康管理支援のためにそれぞれの立場

で成せること 

令和 3 年経済センサスによると、法令の産業

保健体制の整備が未熟な 50 人未満の事業場

数 は 全 体 の 95.9 ％ 、 労 働 者 数 は 全 体 の

57.6％である。うち、「雇用者」が従業者全体の 

89.9％であり、約 1 割は、「有給役員」「個人業

主・無給の家族従業者」となっている 17）。 

産業保健活動は「すべての働く人」を対象と

しており、法規制された活動以外にも、すべて

の働く人が健康で安全に就労するために、人

生のどのタイミングで、どこで、誰が何をどのよ

うに働く人にとってのヘルスリテラシーを浸透さ

せていくのか、整理することも大事である。 

2020 年日本政府として、「ビジネスと人権」

に関する行動計画（以下「行動計画」という。）

が策定された。日本で事業活動を行う全ての

企業は、国内外における自社・グループ会社、

サプライヤー等（サプライチェーン上の企業及

びその他のビジネス上の関係先を言い、直接

の取引先に限られない。以下同じ。）の人権尊

重の取組みに最大限努めるべきとされ、本研

究班で開発されている SCS はこの分野のビジ

ネス支援ツールとなりえると考える。 

一方、多様な就労環境において、自分の身

は自分で守る就労リテラシー（労働リテラシー）

が必要となろう。厚生労働省では高校生向け

に労働法の基礎知識を教育するため冊子配

布や講師派遣等の活動を行っている 18）。 

日本建設仕上学会 女性ネットワークの会

主催の私立高校での就労体験教育の一環で、

当研究班のメンバーによる労働契約の基本的

な考え方と心身の体調管理のポイントについ

て高校生向けセミナーを実施した。生徒からは

「働くとは何か？を理解できた」「大人になる上

で大切なことを教えてもらい良かった」「帰って

家人にも伝えたい」、先生からは「普段は聞け

ない有意義な内容であった」と好評を得た。労

働法のみならず、就労していく上でのヘルスリ

テラシーを高める取組みも併せて高校生や大

学生に行うことにより、将来の就労環境によら

ない働く上でのリテラシーを習得する機会とな

る可能性を感じた。 

 

Ｅ．結論 

本研究では、中小事業場への産業保健支

援を改善することを目的に、自律的管理支援

ツールとしての SCS 開発とその展開を試みた。

50 人未満の事業場のみならず、50 人以上の

事業場であっても過労死等防止のための産業

保健活動が十分理解されていない状況も推察

されている。「対策をしなくてはいけない」と考

えているが「できていない」というギャップに注

目し、あるべき体制への整備を産業保健に関

係する者がそれぞれの立場で取組んでいくこ

とが必要である。また、現実とあるべき姿のギャ

ップを改善するためには、そのステップを現場
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に指し示すことが有用である。実装で活用でき

る形で研究の仮説を設定し、そのエビデンス

の蓄積を現場での活動に応用していくことが

必要であると考えられる。現場と研究の連携が

一層求められる。 
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別添 1-1 セルフチェックシート（運輸版、1～9

人） 

 
別添 1-2 セルフチェックシート（建設版、1～9

人） 

 
 

別添 1-3 セルフチェックシート（一般事業場版、

1～9 人） 
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